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(57)【要約】
【課題】　軸受の摩耗の一形態である硬質異物混入潤滑
下での摩耗を低減することができる軸受を提供する。
【解決手段】　軸８の少なくとも軸方向中間部が熱処理
により硬化され、軸８、外輪９、および転動体１０の少
なくともいずれか一つの転走面に硬質被膜１２を施し、
この硬質被膜１２のダイナミック硬度をＨＤ８００以上
ＨＤ２０００以下とし、硬質被膜１２の膜厚δ２が１μ
ｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚δ２が硬質被膜１２
の軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準として±２μｍ以下
の範囲とする。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸および外輪と、これら軸と外輪との間に介在した複数の転動体とを備えた軸受であっ
て、
　前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、軸、外輪、および転動体の
少なくともいずれか一つの転走面に硬質被膜を施し、
　この硬質被膜のダイナミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とし、前記硬質被
膜の膜厚が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚を基準
として±２μｍ以下の範囲としたことを特徴とする軸受。
【請求項２】
　軸と、この軸の外径面にすべり接触する外輪とを備えた軸受であって、
　前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、軸および外輪のいずれか一
方または両方の転走面に硬質被膜を施し、
　この硬質被膜のダイナミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とし、前記硬質被
膜の膜厚が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚を基準
として±２μｍ以下の範囲としたことを特徴とする軸受。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記硬質被膜はＤＬＣ膜である軸受。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、前記硬質被膜は、セラミックス微粒子をガス中に分
散してエアロゾル化し、このエアロゾルを基材表面に衝突させることにより形成したもの
である軸受。
【請求項５】
　請求項４において、前記セラミックスの平均粒子径が0.01μm以上2.0μm以下であるこ
とを特徴とする軸受。
【請求項６】
　請求項４または請求項５において、前記エアロゾルを0.01kPa以上120ｋPa以下の圧力中
で基材に衝突させ硬質被膜を形成したものである軸受。
【請求項７】
　請求項４または請求項５において、前記エアロゾルを室温で基材に衝突させ硬質被膜を
形成したものである軸受。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか１項において、前記軸受は、前記軸がロッカーアー
ムに固定され使用されるローラフォロアである軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、軸受に関し、例えば、車両等の内燃機関における給排気バルブを駆動させ
る動弁機構等に適用される軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等のエンジンを構成する部品の一つである軸受は、従来、滑り軸受が多く用いら
れている。しかし、近年、省燃費化の要求等から転がり軸受の適用が増えてきている。エ
ンジンの不完全燃焼により、硬質異物である煤（硬質炭素粒子：カーボン）を含む多くの
燃料の燃焼中間生成物等、略称「ＰＭ」が発生し、エンジンオイルにはこのＰＭが混入す
る。前記硬質異物等が混入したオイル潤滑下にて軸受は使用されることから、滑り軸受か
ら転がり軸受が適用されるようになった結果、軸受の低トルク化による低燃費は実現可能
であるが、滑り軸受に比べ転がり軸受は高面圧となる。硬質異物が混入された油潤滑下で
は、転がり軸受に硬質異物が入り込み、硬質異物により、軸受の例えば軸や転動体、外輪
を摩耗させる等、滑りから転がり化され、高面圧となることによりエンジン部品の各部に
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おいて摩耗が発生することが多くなり、且つ摩耗量も多くなった。
　また、ディーゼルエンジンや直噴ガソリンエンジンでは硬質異物の発生量が多く、硬質
異物が原因で転がり軸受そのものに著しい摩耗が発生する場合が多々見受けられる。
【０００３】
　エンジン部品の一つである軸受の中で、特にローラフォロアについて、耐摩耗性の向上
が求められている。自動車等のエンジンを構成する部品の一つに、インテイクバルブやエ
グゾーストバルブの開閉に用いられるロッカーアーム装置（ロッカーアームアッシー）が
ある。この装置の中には、滑りタイプのローラフォロアまたは、転がりタイプのローラフ
ォロアも適用されている。
　このローラフォロアは、バルブの開閉に伴い回転運動を行うため、その他のエンジン部
品と比較し、ローラフォロアの各部には摩耗が発生し易い。滑りタイプのローラフォロア
においても摩耗が発生している。転がりタイプのローラフォロアも適用されるようになっ
た結果、その他のエンジン部品の各部同様、ローラフォロアも転がり化により軸受の低ト
ルク化を図り低燃費化される。しかし、滑りタイプのローラフォロアに比べ、転がりタイ
プのローラフォロアは高面圧となるため、硬質異物が混入された油潤滑下では、転がりタ
イプのローラフォロアに硬質異物が入り込み、転動体、外輪、特に軸も摩耗発生が多くな
り、さらに摩耗量も多くなった。前記軸は中空および中実軸の場合を含む。その他のエン
ジン部品と比較し、摩耗が顕著である。
【０００４】
　前記ローラフォロアは、外輪が回転する。よって、軸における負荷域は同一箇所となる
ため、転動体や外輪に比べ軸の摩耗が顕著である。その他のエンジン部品と比較し、摩耗
発生が多く、さらに摩耗量が多くなる条件にて使用されるローラフォロアにおいても、同
様に、硬質異物等が混入した油潤滑下にて使用される場合がある。勿論、硬質異物の発生
量が多い、ディーゼルエンジンや直噴ガソリンエンジンにおいても使用される。よって、
前述したように、エンジン部品の軸受には、カムフォロワや、カムシャフト、クランクシ
ャフト、バランサシャフト等の支持軸受もあるが、特にローラフォロアの耐摩耗性の向上
つまり摩耗に対する対策が求められている。エンジン部品の摩耗を防ぐ手段として公知の
ものには、例えば、支持軸の軌道部外表面が焼入れにより表面硬化され、且つ、ＤＬＣ被
膜が、前記表面硬化された軌道部外表面に形成されたものがある（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００６－１４４８４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　単に、硬質被膜を対象物に施すことにより耐摩耗性の向上を図る技術では、対象物に硬
質被膜を施すことにより、逆に摩耗を促進する場合があり、耐摩耗性を向上するには、必
ずしも最適なものとはいえないのが現状である。
　上記のように、軸受は、摩耗に対するさらなる対策が求められている。特に、摩耗が促
進され易い状況である硬質異物混入潤滑下での摩耗対策は、軸受において最も難しい課題
の一つである。
【０００６】
　この発明の目的は、軸受の摩耗の一形態である硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減する
ことができる軸受を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明における、第１の発明の軸受は、軸および外輪と、これら軸と外輪との間に介
在した複数の転動体とを備えた軸受であって、前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理
により硬化され、軸、外輪、および転動体の少なくともいずれか一つの転走面に硬質被膜
を施し、この硬質被膜のダイナミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とし、前記
硬質被膜の膜厚が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚
を基準として±２μｍ以下の範囲としたことを特徴とする。
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　前記軸方向中間部とは、アーム本体等の対向側壁の挿通孔に嵌合する前記軸の軸方向一
端側の外径面、および軸方向他端側の外径面を除く部分であって、転走面表面を含む部分
である。
　前記ダイナミック硬度ＨＤは、ＨＤ＝3.8584×P/h2　 で表される式で定義される。こ
の式において、Pは試験荷重、hは押し込み量を示している。目視による圧痕測定が無いた
め、設定荷重を小さくでき、圧子の侵入深さを浅くすることができる。試験荷重5gfでダ
イナミック硬度を測定した場合、ビッカース硬度よりも正確な膜硬度を求めることができ
る。
【０００８】
　この構成によると、特に、硬質被膜のダイナミック硬度の下限値をＨＤ８００としたこ
とにより、前記転走面は必要十分な被膜強度となり膜部材間の結合力を強くして膜損傷を
防止し、耐摩耗性を維持する。上限値をＨＤ２０００としたため、硬質被膜との軸表面硬
度差を小さくし得る。これにより、硬質被膜の割れを防止し耐磨耗性を維持することがで
きる。このような硬質被膜を施した軸受により、硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減する
ことができる。
【０００９】
　なお、形成された硬質被膜において、場所によってこの硬質被膜の膜厚が変化すると、
膜に作用する荷重が不均一となり、局所的に過大な接触面圧が作用する。
　前記の通り、硬質被膜の膜厚が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸
方向中央の膜厚を基準として±２μｍ以下の範囲としたため、この硬質被膜に作用する荷
重が均一化する。これによって、局所的に過大な接触面圧が作用することを未然に防止す
ることができる。また、前記の通り、硬質被膜の膜厚を規定することにより、軸受の硬質
異物である煤（硬質炭素粒子：カーボン）混入潤滑下での耐摩耗性を向上させることがで
きる。
【００１０】
　この発明における、第２の発明の軸受は、軸と、この軸の外径面にすべり接触する外輪
とを備えた軸受であって、前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、軸
および外輪のいずれか一方または両方の転走面に硬質被膜を施し、この硬質被膜のダイナ
ミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とし、前記硬質被膜の膜厚が１μｍ以上５
μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚を基準として±２μｍ以下の範
囲としたことを特徴とする。
　第２の発明の軸受においても、硬質被膜のダイナミック硬度を規定し、硬質被膜の膜厚
を規定したことにより、第１の発明と同様の作用、効果を奏する。よって、硬質異物混入
潤滑下での摩耗を低減することができる。
【００１１】
　前記硬質被膜はＤＬＣ膜であっても良い。
　ダイヤモンドライクカーボン膜、略称ＤＬＣ膜は、例えば基材温度300℃以下、好まし
くは常温で、プラズマCVD法等の化学気相成長法、またはレーザーアブレーション法、ス
パッタリング法、イオンビーム蒸着法、イオンプレーティング法などの物理気相成長法に
よって形成される。ＤＬＣ膜は高エネルギー粒子を基材上で急冷しないと生成せず、低温
ほどＤＬＣの膜質は向上する。
　ＤＬＣは、炭素と水素とからなり、ＤＬＣ膜は、炭素と水素が種々のモル比から構成さ
れたものを含み、また、珪素、窒素および酸素等の少なくともいずれか一つが含まれても
良い。また、ＤＬＣ膜は、ダイヤモンド構造のsp3結合と、グラファイト構造のsp2結合と
が混在しているアモルファス構造であり、sp3結合は硬さを付与し、sp2結合は摺動性（潤
滑性）を付与する。
　このようなＤＬＣ膜を基材の転走面に施すことにより、硬質異物混入潤滑下での摩耗を
低減することができる。
　前記硬質被膜は、セラミックス微粒子をガス中に分散してエアロゾル化し、このエアロ
ゾルを基材表面に衝突させることにより形成したものであっても良い。エアロゾルを基材
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表面に噴射し、膜を形成するときは、０．０１ｋＰａ以上１２０ｋＰａ以下の圧力で衝突
させるのが良い。圧力０．０１ｋＰａ未満ではエアロゾルの衝突速度が速くなり、基材が
エッチングされ成膜しない。圧力１２０ｋＰａを超えてエアロゾルを衝突させた場合、衝
突速度が遅くなり、セラミックス粒子が基材上に堆積し、成膜しない。また、この硬質被
膜の基材上への形成は室温下で行うことができる。
【００１２】
　前記セラミックスの平均粒子径が0.01μm以上2.0μm以下であっても良い。セラミック
スの平均粒子径が０．０１μｍ未満では凝集しやすくエアロゾル化は困難であり、平均粒
子径２．０μｍを超えるとＡＤ法での膜形成は困難となる。この発明では、セラミックス
の平均粒子径の下限値を0.01μm以上とすることにより、凝集し難くなりエアロゾル化を
容易にすることができる。セラミックスの平均粒子径の上限値を2.0μm以下としたため、
ＡＤ法で容易に膜形成することができる。
【００１３】
　前記エアロゾルを0.01kPa以上120ｋPa以下の圧力中で基材に衝突させ硬質被膜を形成し
たものであっても良い。圧力０．０１ｋＰａ未満では、エアロゾルの衝突速度が速くなり
、基材がエッチングされ成膜しない。圧力１２０ｋＰａを超えてエアロゾルを衝突させた
場合、衝突速度が遅くなり、セラミックス粒子が基材上に堆積し、成膜しない。この発明
ででは、エアロゾルを基材に衝突させる際の圧力の下限値を0.01kPa以上としたため、エ
アロゾルの衝突速度が不所望に速くならず、基材がエッチングされることを防止し得る。
前記圧力の上限値を120ｋPa以下としたため、エアロゾルの衝突速度が不所望に遅くなら
ず、セラミックス粒子が基材上に堆積することを防止し得る。
　前記エアロゾルを室温で基材に衝突させ硬質被膜を形成したものであっても良い。硬質
被膜を形成する際、温度制御する必要がなくなり、その分、設備コストの低減を図ること
ができる。
【００１４】
　前記軸受は、前記軸がロッカーアームに固定され使用されるローラフォロアであっても
良い。ローラフォロアの耐摩耗性の向上を図ることができ、ローラフォロアの低トルク化
による自動車等の低燃費化を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　第１の発明の軸受は、軸および外輪と、これら軸と外輪との間に介在した複数の転動体
とを備えた軸受であって、前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、軸
、外輪、および転動体の少なくともいずれか一つの転走面に硬質被膜を施し、この硬質被
膜のダイナミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とし、前記硬質被膜の膜厚が１
μｍ以上５μｍ以下で、且つこの膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚を基準として±２μ
ｍ以下の範囲としたため、軸受の摩耗の一形態である硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減
することができる。
　第２の発明の軸受は、軸と、この軸の外径面にすべり接触する外輪とを備えた軸受であ
って、前記軸の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、軸および外輪のいずれ
か一方または両方の転走面に硬質被膜を施し、この硬質被膜のダイナミック硬度をＨＤ８
００以上ＨＤ２０００以下とし、前記硬質被膜の膜厚が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこ
の膜厚が硬質被膜の軸方向中央の膜厚を基準として±２μｍ以下の範囲としたため、硬質
異物混入潤滑下での摩耗を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　この発明の一実施形態を図１ないし図５と共に説明する。この実施形態に係る軸受は、
この軸受の軸がロッカーアームに固定され使用される。
　先ず、ロッカーアームの一概略構成について説明し、軸受の詳細構成、この軸受の摩耗
試験およびその結果について順次説明する。以下の説明は、硬質被膜の形成方法の発明の
説明をも含む。
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　図１に示すように、このロッカーアームは、車両等の内燃機関に装備されるものであり
、所定の揺動中心Ｌ１回りに揺動自在なアーム本体１に、内燃機関のバルブ２を動作させ
る作用部３と、カム４に転接するローラフォロアとなる軸受５とが設けられている。
【００１７】
　図１、図２に示すように、軸受５はアーム本体１の一端に取付けられ、前記作用部３は
アーム本体１の他端に設けられている。作用部３は、アーム本体１と別体の部品であって
、アーム本体１の他端に設けられた油圧ラッシュアジャスタを有し、アーム本体１に出入
り調整が自在に取付けられている。
　アーム本体１は、例えば炭素鋼やアルミニウム合金等を鍛造または鋳造して形成される
。ただし、アーム本体１は、前記炭素鋼、アルミニウム合金、鍛造、鋳造に限定されるも
のではなく、例えば一枚の鋼板等の板材からプレス加工された板金製のものを適用しても
良い。図２に示すように、アーム本体１は、一対の対向側壁６，６と、これら対向側壁６
，６の一方縁部を繋ぐ図示外の連結板壁とを有する略Ｕ字形状の断面形状とされている。
両側の対向側壁６，６は揺動支点孔６ｂを有し、この揺動支点孔６ｂに揺動支点軸７が嵌
合する。この揺動支点軸７の軸心が上記揺動中心Ｌ１である。
【００１８】
　軸受５について説明する。
　図２、図３に示すように、軸受５は、アーム本体１に取り付けられた軸８Ｍと、外輪９
と、これら軸８Ｍおよび外輪９の間に介在した複数の転動体１０とを有する。転動体１０
としてころが適用されている。軸８Ｍは、アーム本体１の両側の対向側壁６，６に形成さ
れた挿通孔６ａ，６ａに両端が嵌合して取付けられる。
【００１９】
　図４に示すように、アーム本体１の両側の挿通孔６ａ，６ａは、外面側の開口縁に座繰
り部１１を有する。座繰り部１１は、例えばテーパ形状とする。例えば、軸基材に後述す
る硬質被膜１２が施される。この硬質被膜１２が施された軸を「軸８Ｍ」と称す。硬質被
膜１２が施されていない軸を「軸基材８」または「基材」と称す。
　軸基材８の素材として、日本工業規格（Japanese Industrial Standards；略称ＪＩＳ
）に規定されるＳＵＪ２材、ＳＫＤ材（中でもＳＫＤ１１材）、ＳＵＳ４４０Ｃ材、ＳＣ
Ｍ材または、アメリカ鉄鋼協会規格（American Iron and Steel Institute；略称ＡＩＳ
Ｉ）で規定されるＭ５０材等が用いられる。ただし、これら鋼材に必ずしも限定されるも
のではない。
【００２０】
　軸８Ｍを前記挿通孔６ａに挿通し、この軸８Ｍの両端の軸端部８ａ，８ａをかしめてア
ーム本体１に固定している。すなわち軸８Ｍの軸端部８ａ，８ａをかしめる。この場合、
軸８Ｍを挿通孔６ａに挿通した状態で、図示外の治具、工具を用いて、軸８Ｍの外径Ｄｊ
よりもやや小径Ｄｍの円周方向溝８ａａを軸端部８ａに形成する。この円周方向溝８ａａ
はこの軸８Ｍと略同一軸心で且つ軸端部８ａにおける外径付近に形成される。前記円周方
向溝８ａａは環状に連なる溝であっても良い。円周方向溝８ａａは軸８Ｍと略同一軸心に
形成しなくても良い。
【００２１】
　前記治具、工具により円周方向溝８ａａを形成するのに伴って、軸８Ｍの外径面におけ
る両端付近に半径外方に所定小距離突出する塑性加工部８ｂが設けられ、これら塑性加工
部８ｂを前記座繰り部１１に係合させ、軸端部８ａ，８ａのかしめが行われる。このよう
に、軸端部８ａ，８ａのかしめが行われることにより、アーム本体１からの軸８Ｍの抜け
止めが行われている。軸８Ｍの塑性加工部８ｂは、例えば全周または略全周にわたる環状
の突部とされている。
【００２２】
　図３に示すように、複数の転動体１０は、軸８Ｍと外輪９間の環状空間に、総ころ形式
として保持器を介在させずに組み込んでいる。円周方向に隣接する転動体１０同士を、転
動を許す隙間つまり円周方向隙間δ１をあけて近接させてある。本実施形態に係る軸受５
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は、総ころ形式としているが、軸８Ｍと外輪９間の環状空間に保持器を設け、この保持器
に複数の転動体１０を保持する形式にすることも可能である。
　外輪９は、軸基材８と同様の鋼材から成る。例えば、外輪９、軸基材８、および転動体
１０を互いに同じ材質としても良い。また、必要に応じて軸受構成部品の一部を他の構成
部品とは異なる材質にしても良い。
【００２３】
　本発明の実施形態に係る軸受５では、特に、硬質被膜１２のダイナミック硬度をＨＤ８
００以上ＨＤ２０００以下とし、硬質被膜１２の膜厚δ２が１μｍ以上５μｍ以下で、且
つこの膜厚δ２が硬質被膜１２の軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準として±２μｍ以下の
範囲としている。これにより軸受５の転走面は必要十分な被膜強度となり膜部材間の結合
力を強くして膜損傷を防止し、耐摩耗性を維持する。上限値をＨＤ２０００としたため、
硬質被膜１２との軸表面硬度差を小さくし得る。硬質被膜１２の膜厚δ２が１μｍ以上５
μｍ以下で、且つこの膜厚δ２が硬質被膜１２の軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準として
±２μｍ以下の範囲としたため、この硬質被膜１２に作用する荷重が均一化する。これに
よって、局所的に過大な接触面圧が作用することを未然に防止することができる。また、
前記の通り、硬質被膜１２の膜厚δ２を規定することにより、軸受の硬質異物である煤（
硬質炭素粒子：カーボン）混入潤滑下での耐摩耗性を向上させることができる。
【００２４】
　熱処理、硬質被膜等について説明する。
　本実施形態では、軸基材８のみに硬質被膜１２を形成しているが、他の実施形態として
、図４に示すように、外輪９または転動体１０の転走面９ａ，１０ａに硬質被膜１２を形
成しても良い。軸基材８、外輪９、および転動体１０の少なくともいずれか一つの転走面
に硬質被膜１２を形成すれば良い。
　軸８Ｍの基材における、転走面部の硬度はＨＲＣ５８以上としている。この軸８Ｍの基
材の転走面部の硬度は、転動疲労寿命を十分に確保する目的で、ＨＲＣ５８以上の硬度が
必要になる。
　ＨＲＣ５８以上の硬度が必要な硬化層深さは、軸受使用時の接触面圧が２０００ＭＰａ
以下の場合は転動疲労が生じないため、摩耗が発生する深さ５０μｍで十分である。ただ
し、硬質被膜１２を軸基材８に施した場合、本発明に示している最適な硬質被膜を施さな
いと、剥離した硬質被膜が硬質異物として作用するため、深さ５０μm以上まで摩耗が発
生する場合が多々ある。接触面圧２０００ＭＰａ以上５０００ＭＰａ以下の場合、摩耗だ
けでなく転動疲労が生じるが、４００μｍ程度の深さまで前記硬度を有すれば十分である
。
　硬質被膜を施していない基材の表面硬度を確認する方法として、通常、ロックウェル硬
度計、ビッカース硬度計等を用いて、表面を直接硬度測定する。しかし、軸基材８表面に
硬質被膜１２を施した場合、上記測定方法は使用できない。代替の測定方法として、例え
ば、軸８Ｍの断面硬度を測定し、硬質被膜１２と軸基材８の界面近傍（軸基材８側）の値
を軸基材８の表面硬度として用いてもよい。
【００２５】
　下記に基材の硬化方法の種類を示すが、ここで、基材の表層を硬化する場合と、基材の
表層だけでなく内部まで硬化する場合のメリットを示す。
・基材の表層を硬化する場合
　接触面圧が２０００ＭＰａ以下の場合、転動疲労は生じないので、ＨＲＣ５８以上の硬
度が必要な硬化層深さ（ＨＲＣ５８深さ）は、摩耗が発生する深さである５０μｍで十分
である。ただし、硬質被膜を基材表面に施した場合、本発明に示している最適な硬質被膜
を施さないと、剥離した硬質被膜が硬質異物として作用するため、深さ５０μm以上まで
摩耗が発生する場合が多々ある。生じ得る接触面圧が２０００ＭＰａ以上５０００ＭＰａ
以下の場合、硬化層深さ（ＨＲＣ５８深さ）は、最大剪断応力位置の２倍の深さである４
００μｍで十分である。
　この基材の表層を硬化する場合における、基材の硬化の方法としては、高周波焼入、焼
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入後のサブゼロ処理、低温窒化処理が採用できる。前記低温窒化処理としては、例えば、
５５０℃以下のイオン窒化、ガス窒化、塩浴窒化等を適用し得る。
【００２６】
　また、寿命に好影響を及ぼすと考えられる圧縮応力が生成できる硬化層深さ（ＨＲＣ５
８深さ）は、最大で軸基材８の肉厚、中実軸の場合、直径の１／３であるという実績があ
る。この実績から、例えば、図４に示すような中実軸の場合、直径８ｍｍ以上１０ｍｍ以
下の転がり軸受の軸基材８における表面焼入れ深さ（ＨＲＣ５８深さ）は、３．３ｍｍ以
下であることが望ましい。中空軸の場合、この中空軸の外径から内径を減じた値を「２」
で除し、さらに「３」で除して求められる表面焼入れ深さ、すなわち［外径－内径］／２
の１／３の表面焼入れ深さとすることが望ましい。
【００２７】
　・基材の内部まで硬化する場合
　表面焼入れと比較し、軸８Ｍの径方向中央部（内部）までＨＲＣ５８以上硬度を有する
ような高周波焼入れを適用するときにも熱処理条件を厳密に制御する必要がないというメ
リットがある。つまり、この処理では、処理時間を短時間で制御する必要がないため、比
較的長時間の加熱を行うことが可能であり、これにより熱処理条件を厳密に制御する必要
がなくなる。したがって、工数低減を図り、軸受の製造コストの低減を図ることができる
　この基材の内部まで硬化する場合における、基材の硬化の方法としては、一般的な全体
焼入処理、表面だけでなく内部も硬化させる高周波焼入、焼入後のサブゼロ処理が採用で
きる。
【００２８】
　本実施形態に係るローラフォロアでは、前述のように、軸８Ｍをアーム本体１に固定す
るとき、軸端部８ａ，８ａをかしめて固定している。この場合、軸８Ｍの両端の軸端部８
ａ，８ａの硬度をＨＲＣ１０以上ＨＲＣ３５以下にしている。さらに、好ましくは、前記
軸端部８ａの硬度を満足する範囲を、軸端面から軸方向内方に１ｍｍ以上の位置に至る範
囲とする。換言すれば、ＨＲＣ３５以下である範囲を、軸端面から軸方向内方に少なくと
も１ｍｍは確保する。
　このように軸端部８ａの硬度をＨＲＣ３５以下とし軸８Ｍをかしめることにより、軸８
Ｍとアーム本体１とを確実に固定することができる。勿論、本実施形態のような転がりタ
イプのローラフォロアの場合においては、軸８Ｍとアーム本体１とを固定する際には、外
輪９と転動体１０及び軸８Ｍをアーム本体１の所定位置にセットし、両側の軸端部８ａ，
８ａをかしめて軸８Ｍとアーム本体１とを固定する。なお、滑りタイプのローラフォロア
の場合、転動体１０はない。
【００２９】
　両側の軸端部８ａ，８ａをＨＲＣ３５以下にする方法としては、軸８Ｍについて、両側
の軸端部８ａ，８ａを除いた高周波表面焼入れ、または、両側の軸端部８ａ，８ａを除い
た高周波焼入れであって表面だけでなく内部も硬化させる高周波焼入れ、両側の軸端部８
ａ，８ａにマスキングを施した低温窒化処理、一般的な全体焼入処理品の軸の両側の軸端
部８ａ，８ａを高周波熱処理により焼鈍する方法等が採用できる。前記低温窒化処理とし
ては、例えば、５５０℃以下のイオン窒化、ガス窒化、塩浴窒化等を適用し得る。
【００３０】
　なお、ローラフォロアの軸端部８ａ，８ａをかしめて固定しない場合は、軸端部８ａ，
８ａの硬度をＨＲＣ３５以下にする必要がないため、一般的な全体焼入処理も採用できる
。その場合、以下の構造を適用することができる。
　軸８Ｍの軸端付近の外周面に図示外の溝を形成し、その溝に止め輪を配置してこの軸８
Ｍとアーム本体１とを固定する構造、前記溝に止め輪を配置する代わりにピンを挿入し軸
８Ｍとアーム本体１とを固定する構造、軸端部８ａをかしめる代わりに、アーム本体１を
かしめて軸８Ｍとアーム本体１とを固定する構造、アーム本体１に軸８Ｍを圧入する構造
等。
【００３１】
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　硬質被膜１２の例として、以下のような例のものを適用可能である。
　一例として、sp2-及びsp3-交雑炭素を含むアモルファス炭化水素（メタルフリーアモル
ファス炭化水素の場合も含む）を含む硬質被膜１２が挙げられる。この硬質被膜１２を形
成する方法として、高周波プラズマＣＶＤ法、イオン化蒸着法、カソードアーク法及びス
パッタ法等が知られている。これらの方法では、形成した硬質被膜１２と軸基材８との密
着性や硬質被膜１２の靭性値を上げるためいくつかの方法がある。
　本実施形態においては、硬質被膜１２と軸基材８との密着性を、被膜表面にダイヤモン
ド圧子を押付けて引っ掻き、被膜に割れを生じる押付け荷重（臨界荷重）を測定するスク
ラッチ法により規定した。具体的には、硬質被膜１２のスクラッチ法での臨界荷重を４０
Ｎ以上１１０Ｎ以下、より好ましくは６０Ｎ以上１００Ｎ以下とした。
　また、本実施形態では、硬質被膜１２の破壊靭性値を１．５ＭＰａｍ１／２以上６ＭＰ
ａｍ１／２以下、より好ましくは２ＭＰａｍ１／２以上５ＭＰａｍ１／２とした。また、
硬質被膜１２を形成すべき基材表面硬度をＨＶ６５０以上ＨＶ１０００以下とした。硬質
被膜１２の表面粗さをＲａ０．２５μｍ以下とした。この硬質被膜１２を施すべき基材表
面の表面粗さをＲａ０．１５μｍ以下とした。
【００３２】
　例えばスパッタ法で密着性の良い硬質被膜１２を軸基材８上に形成するには、先ず軸表
面をクリーニングすることが好ましい。具体的には、チャンバー内に表面を清浄した軸基
材８を設置し、チャンバーを排気する。真空度２×１０－３Ｐａ程度まで排気した後、軸
基材８を温度１５０℃～２００℃まで加熱する。その後、軸に－２００Ｖ～－５００Ｖ程
度のバイアス電流を印加し、圧力１Ｐａの不活性ガス雰囲気中で不活性ガスイオンを生成
し、軸基材８に衝突させ、軸表面をクリーニングする。
【００３３】
　またスパッタ法で破壊靭性値の高い硬質被膜１２を軸基材８上に形成するには、ターゲ
ットとしてＣ（グラファイト）だけでなく１若しくは２種類以上の金属ターゲットを使用
することが好ましい。使用するターゲットとして、Ｃｕ（銅）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｗ（
タングステン）、Ｃｒ（クロム）等が挙げられる。それぞれのターゲットについて、グラ
ファイトの結合性、膜化後の傾斜機能効果から複数のターゲットを併せたもの、さらに好
ましくはＣｒ（クロム）とＷ（タングステン）が良い。また、ターゲットに電力を供給す
る時間を調節することで、硬質被膜１２内に存在する金属原子の含有割合を任意に変更す
ることが可能となる。なお、一般的に最表層部がメタルフリーであれば、下層にメタルつ
まり金属が混入していてもメタルフリーアモルファス炭化水素からなる硬質被膜と呼ばれ
る。
【００３４】
　前述のように、軸表面をクリーニングした後、Ａｒガス及びプロセスガスの混合ガスを
チャンバー内に導入し軸にバイアス電流を印加する。印加しながらスパッタ源の電力を供
給し、グロー放電を発生させる。Ａｒ圧力０．５Ｐａ、バイアス電圧－１００Ｖ、スパッ
タ電力５ｋＷで膜形成する。所定の膜厚に達した後、スパッタ源への電力供給を停止し、
軸８Ｍが急冷した後チャンバーから取り出す。この際に、水素を含まないプロセスガスを
導入した雰囲気下で硬質被膜１２を形成すると、実質的に水素を含まない被膜を形成でき
る。一方、炭化水素ガスや水素ガスを導入して水素を含む雰囲気下で硬質被膜１２を形成
すれば、所定量の水素を含有する水素含有層を形成することができる。
【００３５】
　硬質被膜１２のもう一つの例として、ファインセラミックス硬質被膜を軸基材８上に形
成しても良い。この膜を形成する方法としてエアロゾルデポジション法（略称；ＡＤ法）
がある。ＡＤ法とは原料セラミックス微粒子をガス中に分散させたエアロゾルを基材に向
けてエアロゾル噴射ノズルより噴射し、エアロゾルを基材表面に高速で衝突させ、超微粒
子の構成材料から成る被膜を基材上に形成する。
【００３６】
　エアロゾル原料セラミックスとしてアルミナ、ジルコニア、チタニア等の酸化物系セラ
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ミックスが知られている。また、窒化珪素、炭化珪素、サイアロン等の窒化物等、炭化物
系セラミックスもエアロゾル原料セラミックスとして知られている。
　それぞれのセラミックスの高純度グレードにおいて、真比重の小さいほうがエアロゾル
化しやすいことから、原料として使用するセラミックスはアルミナが好ましい。さらに好
ましくは、使用する粒子の平均粒子径は０．０１μｍ～２．０μｍが良い。平均粒子径０
．０１μｍ未満では凝集しやすくエアロゾル化は困難であり、平均粒子径２．０μｍを超
えるとＡＤ法での膜形成は困難となる。
【００３７】
　また、被膜形成を良好に行うため、基材等への衝突時にアルミナが容易に粉砕するよう
に、ボールミル、ジェットミル等の粉砕機を用いて原料にクラックを予め形成しておくこ
とが好ましい。
　エアロゾルを基材表面に噴射し、膜を形成するときは、０．０１ｋＰａ以上１２０ｋＰ
ａ以下の圧力で衝突させるのが良い。圧力０．０１ｋＰａ未満では、エアロゾルの衝突速
度が速くなり、基材がエッチングされ成膜しない。圧力１２０ｋＰａを超えてエアロゾル
を衝突させた場合、衝突速度が遅くなり、セラミックス粒子が基材上に堆積し、成膜しな
い。
【００３８】
　また、ＡＤ法による硬質被膜１２の基材上への形成は室温下で行うことができる。軸受
５の軸基材８表面へのＡＤセラミックス被膜の形成方法として、軸基材８を固定してエア
ロゾル噴射ノズルを移動させて被膜を形成する方法、及びエアロゾル噴射ノズルを固定し
て軸受５の軸基材８を回転・移動させて被膜を形成する方法のいずれも採用できる。
　これらの方法の中で、エアロゾルを安定な状態で吹きつけることができ、位置決め用Ｘ
Ｙテーブルおよび対象物回転用モータを併用し、軸受５の軸基材８を回転させつつ軸方向
に移動させることで、ＡＤセラミックス被膜を容易に塗り重ねて形成できることから、エ
アロゾル噴射ノズル固定、軸回転、移動の後者の方法を用いることが好ましい。前記エア
ロゾル噴射ノズルは、セラミックス微粒子を、長方形等の開口部を有するノズル先端から
、軸円筒部表面に噴射するものである。なお、エアロゾル噴射ノズルは、１本であっても
複数本であっても良い、また、エアロゾル噴射ノズルは変位可能に構成しても良い。
【００３９】
　次に、この軸受の摩耗試験およびその結果について説明する。
　図５は、前記摩耗試験の試験機の断面図である。硬質異物である煤（硬質炭素粒子：カ
ーボン）の混入潤滑下での摩耗を模擬するために、以下の表１の試験条件、図５の試験機
にて摩耗試験を行った。
　ところで、エンジン油内に、煤（硬質炭素粒子：カーボン）が２ｍａｓｓ％以上含まれ
ると、軸受に著しい摩耗が発生する。前記煤の割合が増えるほど、摩耗量は多くなる。今
回の試験では、エンジン油内に１６ｍａｓｓ％ものカーボンブラックを含むエンジン油に
て評価しており、本発明の効果の有効性を担保している。なお、煤の量は、アナリスト社
が開発したＬｉｇｈｔ　Ｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ法、略称：ＬＥ
Ｍ法にて測定する。このＬＥＭ法は、煤が光を吸収する性質を利用して、煤を含むオイル
に光を投射した時の減光率（減衰率）からオイル中の煤の量を測定するものである。
　評価エンジン油として、単に、油にカーボンブラックを含有した油ではなく、次のよう
な油を採用する。すなわち、評価エンジン油として、ＣＤ級１０Ｗ－３０ディーゼルエン
ジンオイルにカーボンブラックの粉末を含有後、オイルを高温高速回転し、オイル中にカ
ーボンブラックの粉末が沈降しないように分散させたオイルを潤滑油とする。また、表１
において、「Ｐ／Ｃ」のＰは負荷荷重を示し、Ｃは軸受の基本動定格荷重を示す。すなわ
ち、Ｐ／Ｃは、軸受の基本動定格荷重に対する負荷荷重の割合を示す。
【００４０】
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【表１】

【００４１】
　この試験機１３は、試験ハウジング内に複数の軸受１４を介して駆動軸１５が回転自在
に支持され、この駆動軸１５の長手方向一端部は図示外の駆動源に繋がっている。駆動軸
１５は、いわゆる段付き軸であって試験軸受５の外輪外径面９ｂに接する大径部１５ａを
備えている。また、試験機１３は、試験軸受５の軸８Ｍにラジアル荷重を負荷する荷重負
荷部材１６を備えている。この試験ハウジング内において、試験軸受５は油浴による油潤
滑とされ、その油量レベルＬ２は試験軸受の回転中心まで満たされている。さらに、試験
ハウジング内の両側には、油温を制御可能なカートリッジヒータ１７が設けられている。
【００４２】
　試験に供される軸受５は、滑り軸受と比べ摩耗の発生度合、摩耗量の多い転がり軸受を
用い、軸基材８のみを表２～表５の「硬質被膜種類」の欄にて示す各種表面処理を施して
実施した。その摩耗試験の結果も併せて表２～表５に示す。この試験において、軸表面の
硬質被膜１２を、表２～表５に示すパラメータ（後述する）を変化をさせて実施している
。本試験において軸基材８のみ硬質被膜１２を施しているが、その理由は、本試験はロー
ラフォロア使用条件を想定し、外輪回転としている。よって、軸８Ｍにおける負荷域は同
一箇所となるため、軸８Ｍに摩耗が顕著に発生する。よって、摩耗対策効果を明確にする
ため、軸基材８のみに各種硬質被膜処理を施して試験を実施している。軸表面の硬質被膜
１２は、前述の硬質被膜１２の例として説明した通りである。
　表２～表７において、総合評価◎は、軸摩耗量が１μｍ以下となる評価基準を満たした
サンプル、総合評価○は、軸摩耗量が１μｍを越えて、４μｍ以下となる評価基準を満た
したサンプルである。また、総合評価×は、軸摩耗量が４μｍを越える評価基準を満たし
たサンプルである。
　ここで軸摩耗量が４μｍ以下のサンプルは試験初期と比較して振動、音響に変化が見ら
れない。より好ましくは軸摩耗量が少ないものが耐摩耗性が高いことから、軸摩耗量の大
小により◎○評価を分類した。×評価は、軸摩耗量が多く、初期振動よりも振動が大きく
なり、相手部材への攻撃性が認められるものもある。軸は、負荷域が同一箇所となるため
、一部分のみが大きく摩耗する。よって軸の摩耗は振動に大きく影響する。
　軸の前記「一部分のみが大きく摩耗する」とは、図６に示すように、軸表面の一箇所Ａ
１から円周方向一方に所定小角度α至る部位Ｓａだけが、点線白抜きのように、例えば平
坦状に削り取られることを意味する。ただし、前記平坦状に限定されるものではない。
　また、この摩耗試験における実施例、比較例に使用したサンプルの基材の材質として、
軸、外輪、転動体ともにSUJ2を適用した。熱処理条件として、前記転動体、外輪について
は一般的な全体焼入、軸については高周波表面焼入を適用した。
【００４３】
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【表２】

【００４４】
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【表３】

【００４５】
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【表４】

【００４６】
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【表５】

【００４７】
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【表６】

【００４８】
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【表７】

【００４９】
　次に、各サンプルを評価したパラメータ及び結果について説明する。
（１）軸受の軸の転走面表面に形成した硬質被膜の破壊靭性値について
　本件出願にて用いた破壊靭性値の「破壊靭性」とは、薄膜の脆性破壊に対する抵抗を表
す尺度と同義であり、その数値を「破壊靭性値」とする。基材表面に形成した硬質被膜の
破壊靭性値測定方法として、ジェイ エス ワン他のシィン ソリッド フィルム（J.S.Wang
 et al.:Thin Solid Film,325,163(1998)）の手法が知られている。この手法は２種類の
試験からなり、表面に硬質被膜を形成した基材の曲げ試験及び硬質被膜表面への超合金球
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による押し込み試験を行う。試験中の硬質被膜のクラック発生挙動及び進展挙動により破
壊靭性値を求める。破壊靱性値は圧痕直径、硬質被膜表面に生じたクラック各々の長さ、
クラックが生じた面積および基材と硬質被膜のヤング率から求める。
　この実施形態に係る硬質被膜１２の破壊靭性値測定方法として、図７に示すように、軸
８Ｍの軸方向中央Ｐ１を、周方向一定間隔おきに１０箇所測定した測定値の平均値を求め
た。さらに具体的には、軸８Ｍの表面つまり外周面における軸方向中央Ｐ１に、直径１．
６ｍｍのタングステンカーバイト（略称ＷＣ）製圧子を径方向内方に且つ測定箇所に略垂
直に押し当てた際に被膜表面に発生したクラック発生挙動により、破壊靭性値を求めた。
この測定箇所に対する圧子の押し込み深さは硬質被膜表面より０．１ｍｍ（圧子直径の０
．５％）とした。
　なお、前記試験では軸８Ｍの軸方向中央Ｐ１を１０箇所測定したが、軸８Ｍの軸方向中
央Ｐ１のうち適当間隔おきの任意の複数箇所を測定し、それらの平均値を求めてもよい。
また、一般的に、上記硬質被膜は部位によるばらつきが少ないため、例えば、軸方向中央
Ｐ１における任意の１箇所を測定して破壊靭性値を求めてもよい。
　前記圧子は、直径１．６ｍｍ以外のものを適用することも可能であり、またＷＣ製に必
ずしも限定されるものではない。このような場合であっても、硬質被膜１２の破壊靭性値
を測定可能である。本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜の破壊靭性値は
１．５ＭＰａｍ１／２以上６ＭＰａｍ１／２以下、より好ましくは２ＭＰａｍ１／２以上
５ＭＰａｍ１／２以下必要であった。
【００５０】
　硬質被膜１２の破壊靭性値の下限値を例えば表２～表５のサンプルＮｏ．１～Ｎｏ．５
６に示すように１．５ＭＰａｍ１／２とした場合、形成された硬質被膜１２が繰り返し荷
重に耐えることができ、硬質被膜１２の破壊、剥離を生じ難くすることができる。破壊靭
性値の上限値を６ＭＰａｍ１／２とした場合、この硬質被膜１２は耐摩耗性を発揮するま
で潤滑油と馴染む時間を得ることができる。したがって、転走面を必要十分な耐摩耗性に
維持し、硬質被膜１２の破壊、剥離を防止することができる。これにより、相手部品への
攻撃性が増加することも防止できる。このような破壊靭性値を規定した軸受５により、硬
質異物混入潤滑下での摩耗を低減することができる。硬質被膜１２の破壊靭性値が６ＭＰ
ａｍ１／２を越えた場合、耐摩耗性が発揮するまでの間に生じる摩耗において、硬質被膜
１２の破壊が進まないために相手部品への攻撃性が増加してしまう。硬質被膜１２の破壊
靭性値が１．５ＭＰａｍ１／２未満の場合、形成された被膜は繰り返し荷重に耐えられず
、破壊し、剥離が生じる可能性が高くなる。さらに剥離した膜材によって相手部品への攻
撃性も増加することで耐摩耗性を維持できない。
　具体的に、表２のサンプルＮｏ．１の軸受５は硬質被膜１２の破壊靭性値を２．０ＭＰ
ａｍ１／２とした。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量を０．５μｍ以下に抑え、転動体
１０の摩耗量を１．０μｍに抑え、外輪９の摩耗量を２．０μｍに抑え、軸受全体の摩耗
を低減することができた。
　これに対して、表６のサンプルＮｏ．５７の比較例に係る試験軸受は、破壊靭性値を１
．４ＭＰａｍ１／２とした。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量が２２．５μｍ、転動体
１０の摩耗量が１１．５μｍ、外輪９の摩耗量が１０μｍと軸受全体の摩耗量が大きくな
った。
　表６のサンプルＮｏ．６２の比較例に係る試験軸受は、破壊靭性値を７ＭＰａｍ１／２

とした。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量が３８．５μｍ、転動体１０の摩耗量が２６
μｍ、外輪９の摩耗量が１８．５μｍと軸受全体の摩耗量が大きくなった。
【００５１】
（２）軸受の軸の転走面表面に形成した硬質被膜の密着性について
　基材表面に形成した硬質被膜の密着性は円柱基材の端面に被膜を形成し、その表面に相
対する円柱を接着して両者を引張って剥離する限界荷重（臨界荷重）を測定する方法や、
被膜表面にダイヤモンド圧子を押付けて引っ掻き、被膜に割れを生じる押付け荷重（臨界
荷重）を測定するスクラッチ法等が知られている。
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　本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜１２のスクラッチ法での臨界荷重
は４０Ｎ以上１１０Ｎ以下、より好ましくは６０Ｎ以上１００Ｎ以下必要であった。この
臨界荷重は、CSM製REVETESTスクラッチ試験機を用い、国際標準化機構により策定された
国際規格ISO20502：2005に準拠した方法で測定した。このスクラッチ法での測定方法では
、図８に示すように、軸８Ｍの軸方向中央Ｐ１付近に、測定子を矢符ＡＡ１にて表記する
軸方向に沿ってＰ１を含む（ＡＡ１の開始点と終了点に挟まれた中にＰ１が含まれている
）ように１０ｍｍ移動させて測定した。これを軸８Ｍの外周面における周方向一定間隔お
きに１０箇所繰り返し、この１０箇所の平均値を求めた。各測定において、最大圧子荷重
を１００Ｎまたは２００Ｎとし、荷重増加速度を１００Ｎ／ｍｉｎまたは２００Ｎ／ｍｉ
ｎとし、圧子移動速度を１０ｍｍ／ｍｉｎとした。また測定子の移動距離は１０ｍｍでな
くてもよい。
　例えば、表２のサンプルＮｏ．５に示す試験軸受では、硬質被膜１２のスクラッチ法で
の臨界荷重を８５Ｎとした。試験後、この試験軸受は、軸８Ｍの摩耗量を０．５μｍ以下
、転動体１０の摩耗量を１μｍ、外輪９の摩耗量を１μｍと軸受全体として低く抑え得る
。
　これに対して、表６のサンプルＮｏ．６４に示す比較例に係る試験軸受では、硬質被膜
１２の前記臨界荷重を２５Ｎとした。試験後、軸８Ｍの摩耗量が２６μｍ、転動体１０の
摩耗量が１２．５μｍ、外輪９の摩耗量が１０．５μｍと軸受全体の摩耗量が大きくなっ
た。
　なお、前記試験では、軸８Ｍの外周面を１０箇所測定したが、軸８Ｍの外周面のうち周
方向適当間隔おきの任意の複数箇所を測定し、それらの平均値を求めてもよい。また、一
般的に、上記硬質被膜は部位によるばらつきが少ないため、例えば、軸８Ｍの外周面の任
意の１箇所を測定した値を採用してもよい。
【００５２】
　硬質被膜１２のスクラッチ法測定による臨界荷重の下限値を４０Ｎとした場合、硬質被
膜１２が剥離することを防止し、耐摩耗性を発揮することができる。また、硬質被膜１２
の剥離に起因する相手部品への攻撃を未然に防止し得る。この臨界荷重の上限値を１１０
Ｎとした場合、硬質被膜１２が耐摩耗性を発揮するまで潤滑油と馴染む時間中に、被膜表
面の一部分のみ摩耗することを防止し、これにより硬質被膜表面粗さが不所望に大きくな
ることを防止することができる。このようなスクラッチ法測定による臨界荷重を規定した
軸受５により、硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減することができる。
　さらに前記硬質被膜１２の臨界荷重を６０Ｎ以上１００Ｎ以下とした場合、硬質被膜１
２が耐摩耗性を発揮するまで潤滑油と馴染む時間中、もしくは耐摩耗性の発揮以後に不所
望に剥離することをより確実に防止し得る。
　前記硬質被膜１２の臨界荷重を６０Ｎ以上１００Ｎ以下とした場合、硬質被膜１２は、
耐摩耗性を発揮するまで潤滑油と馴染む時間を得ることができるうえ、耐摩耗性の発揮以
後はこの硬質被膜１２が不所望に剥離することをより確実に防止し得る。
【００５３】
（３）軸受の軸の転走面表面に形成した硬質被膜の硬度について
　基材表面に形成した硬質被膜１２の硬度は、ダイナミック超微小硬度計DUH-201Ｗ（株
式会社島津製作所製）で測定する。この硬度計で測定する値はダイナミック硬度ＨＤで以
下の式で定義する。この硬質被膜１２の硬度は膜表面の硬さを表している。
ＨＤ＝3.8584×P/h2

　上記式においてPは試験荷重（ｍＮ）、hは三角すい圧子の押し込み量（μｍ）を示して
いる。この実施形態に係る硬質被膜１２の硬度の測定方法として、図９に示すように、軸
８Ｍの軸方向中央Ｐ１を、周方向一定間隔おきに１０箇所測定した測定値の平均値を求め
た。各測定箇所において、１１５°の三角すい圧子に試験荷重５ｇｆを与え、同三角すい
圧子の負荷速度0.135gf/secで且つ、三角すい圧子の保持時間10secとしている。なお、ダ
イナミック硬度「ＨＤ」は、試験機に依存した値で表す場合、「ＤＨ」や「ＤＨＴ１１５
」と表している場合もあるが、上記「ＨＤ」で表すダイナミック硬度は、試験機に依存し
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ない値である。
　この硬度計では、圧子を対象物に試験荷重に達するまで押し込み、押し込み量を測定す
るため、目視による圧痕測定がない。従って、設定荷重を小さくでき、圧子の侵入深さを
浅くすることができる。例えば１１５°の三角すい圧子に試験荷重５ｇｆを与えて測定し
た場合、ビッカース硬度よりも正確な膜硬度を求めることができる。
　具体的に、表２のサンプルＮｏ．２の軸受５の、硬質被膜１２のダイナミック硬度はＨ
Ｄ１１８８である。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量を０．５μｍ以下に抑え、転動体
１０の摩耗量を１．５μｍに抑え、外輪９の摩耗量を１．５μｍに抑え、軸受全体の摩耗
を低減することができた。
　これに対して、表６のサンプルＮｏ．５８の比較例に係る試験軸受の、硬質被膜１２の
ダイナミック硬度はＨＤ５７２である。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量が２４．５μ
ｍ、転動体１０の摩耗量が１７μｍ、外輪９の摩耗量が１４μｍと軸受全体の摩耗量が大
きくなった。本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜１２のダイナミック硬
度はＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下である。
【００５４】
　硬質被膜１２のダイナミック硬度の下限値をＨＤ８００とした場合、転走面は必要十分
な被膜強度となり膜部材間の結合力を強くして膜損傷を防止し、耐摩耗性を維持する。上
限値をＨＤ２０００とした場合、硬質被膜１２と軸基材８との軸表面硬度差を小さくし得
る。これにより、硬質被膜１２の割れを防止し耐摩耗性を維持することができる。このよ
うなダイナミック硬度がＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下の硬質被膜１２を施した軸受５
により、硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減することができる。
【００５５】
（４）軸受の軸の転走面表面に形成した硬質被膜の膜厚、表面粗さ及び膜形成範囲につい
て
　軸円筒部全表面に硬質被膜１２を形成した場合、カロテスター（CSM製 簡易精密膜厚測
定機CAROTEST）でこの硬質被膜１２の膜厚を測定する。
　軸円筒部表面の中間部のみに硬質被膜１２を形成した場合、カロテスター（CSM製 簡易
精密膜厚測定機CAROTEST）を用いて欧州規格EN1071-2：2002に準拠した方法またはフォー
ムタリサーフ（テーラーホブソン株式会社製）でこの硬質被膜１２の膜厚を測定する。こ
の場合において、前記軸円筒部表面の中間部とは、軸８Ｍの外径面における長手方向中間
部つまり軸方向中間部であって、アーム本体１の対向側壁６，６の挿通孔６ａ，６ａに嵌
合する軸８Ｍの長手方向一端側の外径面、および長手方向他端側の外径面を除く、転走面
表面を含む部分である。
　この実施形態に係る硬質被膜１２の膜厚測定方法として、例えば軸円筒部表面の中間部
のみに硬質被膜１２を形成した場合、フォームタリサーフ（テーラーホブソン（株）製Fo
rmTalysurf-120L）を用いて測定する。図１０に示すように、軸８Ｍの片側の軸端部８ａ
と膜端部８ｂに挟まれた軸８表面から、他側の軸端部８ａと膜端部８ｂに挟まれた軸８表
面まで測定子を矢符ＡＡ２にて表記する軸方向に沿って移動させて測定した。これを軸８
Ｍの外周面における周方向一定間隔置きに１０箇所繰返し、この１０箇所の平均値を求め
た。
　基材表面に形成した硬質被膜１２の表面粗さ及び膜形成範囲は、フォームタリサーフ（
テーラーホブソン株式会社製）で測定する。本実施形態に係る硬質被膜１２の「表面粗さ
」の測定方法では、フォームタリサーフ（テーラーホブソン（株）製FormTalysurf-120L
）を用いて、図１１に示すように軸８Ｍの軸方向中央Ｐ１付近を、測定子を矢符Ａ３にて
表記する軸方向に沿って移動させ、評価長さ１．２５ｍｍで、周方向一定間隔おきに１０
箇所測定した測定値の平均値を求めた。軸８Ｍの測定箇所は、この軸方向中央Ｐ１の周方
向適当間隔おきであっても良い。評価長さは１．２５ｍｍでなくても良い。
　また、本実施形態に係る硬質被膜１２の「膜形成範囲」の測定方法でも、同フォームタ
リサーフ（テーラーホブソン（株）製）を用いて測定した。具体的には、図１２に示すよ
うに、軸８Ｍの片側の軸端部８ａと膜端部８ｂに挟まれた軸８表面から、他側の軸端部８
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ａと膜端部８ｂに挟まれた軸８表面まで測定子を矢符ＡＡ２にて表記する軸方向に沿って
移動させて測定した。図１２に示すように、これを軸８Ｍの外周面における周方向一定間
隔置きに１０箇所繰返し、この１０箇所の平均値を求めた。この測定方法によると、以下
の図１３に示すような形状Ｍａが得られる。図１３は膜形成範囲測定後の被膜の形状を表
す図であり、図１３において、軸８の表面より径方向外方にやや盛り上がった箇所を、被
膜が形成された一端Ｐ３から他端Ｐ４に至る範囲すなわち「膜形成範囲」としている。一
端Ｐ３付近の被膜は、一端Ｐ３から矢符Ａ２に示す軸方向一方に向かうに従って急峻に立
ち上がり、他端Ｐ４付近まで以後平坦に形成される。他端Ｐ４付近の被膜は、他端Ｐ４か
ら軸方向他方に向かうに従って急峻に立ち上がる。この両側の立ち上がり開始位置間の範
囲を「膜形成範囲」とする。
【００５６】
　本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜１２の表面粗さは、Ｒａ０．２５
μｍ以下であった。具体的に、表２のサンプルＮｏ．１８の軸受５の、硬質被膜１２の表
面粗さはＲａ０．０４９μｍである。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量を１μｍ以下に
抑え、転動体１０の摩耗量を２μｍに抑え、外輪９の摩耗量を３μｍに抑え、軸受全体の
摩耗を低減することができた。
　硬質被膜１２の表面粗さがＲａ０．２５μｍを超えた場合、相手部品への攻撃性が認め
られるため、耐摩耗性を維持できない。また同時に硬質被膜１２の表面粗さをＲａ０．２
５μｍ以下としたい場合、下地である軸表面つまり硬質被膜１２を施していない軸基材８
の表面の表面粗さがＲａ０．１５μｍ以下であることが好ましい。このＲａ０．１５μｍ
を越えた場合、形成した膜の表面粗さがＲａ０．２５μｍを越える場合がある。
　換言すれば、硬質被膜１２を施すべき基材表面の表面粗さをＲａ０．１５μｍ以下とす
ることで、硬質被膜１２の表面粗さをＲａ０．２５μｍ以下とし、耐摩耗性を維持するこ
とができる。また、相手部品への攻撃を未然に防止することができる。
【００５７】
　次に、本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜１２の膜厚δ２は１μｍ以
上５μｍ以下である。形成した硬質被膜１２は、耐摩耗性を発揮するまで潤滑油と馴染む
時間が必要となる。膜厚１μｍに満たない場合、硬質被膜１２が耐摩耗性を有するまでに
膜が全て剥離してしまうため耐摩耗性を維持できない。
　硬質被膜の膜厚δ２が１μｍに満たない場合、耐摩耗性を発揮できない理由について説
明する。硬質被膜形成時には必ず残留圧縮応力が発生しているが、膜部材の結合力や、密
着力によって残留圧縮応力に起因する膜の剥離を防止している。硬質被膜の摩耗により膜
厚δ２が薄くなると、残留圧縮応力は減少するが、膜部材の結合力や密着力は、残留圧縮
応力以上に減少する。そして硬質被膜の膜厚δ２が０．５μｍ以下になると、膜部材の結
合力や密着力に抗して残留圧縮応力が強くなり膜が剥離してしまう。従って、硬質被膜が
潤滑油と馴染み耐摩耗性を発揮するまでに摩耗する０．５μｍを加えて、必要な耐摩耗性
を有する硬質被膜に必要な最小膜厚は１．０μｍとなる。
　膜厚５μｍを超える場合、各硬質被膜１２が膜形成時に生じた残留圧縮応力が大きくな
りすぎてしまい、衝撃荷重が加わることによって容易に膜に亀裂が生じ、剥離してしまう
ことによって耐摩耗性を維持できない。
　硬質被膜１２の膜厚δ２の下限値を、例えば表２～表５のサンプルＮｏ．１～Ｎｏ．５
６に示すように１μｍとした場合、硬質被膜１２が耐摩耗性を有するまで膜が残存し、耐
摩耗性を維持できる。この硬質被膜１２の膜厚δ２の上限値を、例えば表２～表５のサン
プルＮｏ．１～Ｎｏ．５６に示すように５μｍとした場合、硬質被膜形成時に生じ得る残
留圧縮応力が大きくなることを抑制し、衝撃荷重が加わることに起因して膜に亀裂が生じ
ることを防止することができる。よって、硬質被膜１２の剥離を防止し、耐摩耗性を維持
することができる。
【００５８】
　また、本発明において必要な耐摩耗性を有していた軸８Ｍに施された硬質被膜１２の膜
厚は、軸方向中央Ｐ１（図２）の膜厚δ２（図４）を基準として±２μｍ以下の範囲であ
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る。この軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準とした硬質被膜１２の膜厚のばらつきを、表２
～表７において、「厚さバラツキ」と表記する。つまり、表２～表７の「厚さバラツキ」
とは、軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準とした場合において、硬質被膜１２が形成された
膜厚のうち最も厚い箇所の膜厚と前記膜厚δ２との差、または最も薄い箇所の膜厚と前記
膜厚δ２との差のうち、大きい値を示す。
　例えば、図１４（ａ）に示すように、硬質被膜１２の膜厚のうち軸方向中央Ｐ１が最も
薄い場合、最も厚い箇所の膜厚δmax（δmaxは例えば４μｍ）と、軸方向中央Ｐ１の膜厚
δ２（δ２は例えば２μｍ）との差（δmax－δ２）を求めることで、厚さバラツキが得
られる。
　図１４（ｂ）に示すように、硬質被膜１２の膜厚のうち軸方向中央Ｐ１が最も厚い場合
、この軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２（δ２は例えば３μｍ）と、最も薄い箇所の膜厚δmin
（δminは例えば２μｍ）との差（δ２－δmin）を求めることで、厚さバラツキが得られ
る。
　図１４（ｃ）に示すように、軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２が中間値の場合、最も厚い箇所
の膜厚δmax（δmaxは例えば３μｍ）と、軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２（δ２は例えば１．
５μｍ）との差（δmax－δ２）を求める。また膜厚δ２（δ２は例えば１．５μｍ）と
、最も薄い箇所の膜厚δmin（δminは例えば０．５μｍ）との差（δ２－δmin）を求め
る。これらの差（δmax－δ２）、（δ２－δmin）のうち、大きい値（今回δmax－δ２
）を採用することで、厚さバラツキが得られる。形成された硬質被膜１２が場所によって
膜厚δ２が変化すると、膜に作用する荷重が不均一となり、局所的に過大な接触面圧が作
用する。前記の通り、軸８Ｍに施された硬質被膜１２の膜厚δ２を、軸方向中央Ｐ１の膜
厚δ２を基準として±２μｍ以下の範囲に収めた場合、この硬質被膜１２に作用する荷重
が均一化する。これによって、局所的に過大な接触面圧が作用することを未然に防止する
ことができる。よって、耐摩耗性の低下だけでなく、硬質被膜１２の剥離を防止し得る。
剥離した硬質被膜によって相手部材へ攻撃することもない。
　例えば、表２のサンプルＮｏ．７に示すように、硬質被膜１２の膜厚が２μｍで且つ厚
さバラツキを１μｍと上記範囲に収めた試験軸受では、試験後、軸８Ｍの摩耗量を０．５
μｍ以下、転動体１０の摩耗量を１μｍ、外輪９の摩耗量を２μｍと軸受全体として低く
抑え得る。
【００５９】
　また、本発明において必要な耐摩耗性を有していた硬質被膜１２の軸方向の形成範囲は
、ころ長から、ころ面取の軸方向寸法に「２」を乗じた値を減じて求められる値、すなわ
ち、ころ（転動体）長－ころ（転動体）面取の軸方向寸法×２（両端）により求められる
値より広いことが好ましい。より好ましくは転走面以上とする。
　ローラフォロアの軸８Ｍをかしめてロッカーアームと固定し使用される場合における、
軸８Ｍの硬質被膜１２の形成範囲はかしめ後の変形量が、かしめ前の軸径（かしめ後の軸
８Ｍの軸方向中央Ｐ１における軸径）に対し＋０．１ｍｍ以下の領域である。ローラフォ
ロアは組立時に膜形成した軸８Ｍの両端部をかしめることから、かしめ前の軸径＋０．１
ｍｍを超える変形部に膜形成すると、硬質被膜が剥離し、耐摩耗性を発揮できなくなるだ
けでなく、相手部品を攻撃してしまう。つまり剥離した被膜が異物となる。
【００６０】
（５）軸受の軸（基材）における表面硬度について
　通常、硬質被膜を施していない基材の表面硬度（転走面部硬度）を確認する方法は、ロ
ックウェル硬度計やビッカース硬度計を用いて、基材表面を直接硬度測定する。しかし、
表面に硬質被膜１２を施した基材の場合、上記測定方法は使用できない。そこで基材の断
面硬度をビッカース硬度計で測定し、硬質被膜との界面から０．０３ｍｍ地点の値を基材
表面硬度として用いている。基材表面に硬質被膜１２を施すため、基材表面硬度が硬質被
膜硬度に近いことが好ましい。
　本実施形態に係る軸表面硬度の測定方法では、マイクロビッカース硬度計（株式会社島
津製作所製HMV-1）を用いて、軸８Ｍの軸方向中央を、周方向適当間隔おきに１０箇所測
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定した測定値の平均値を求めた。具体的に、硬質被膜との界面から０．０３ｍｍ地点の表
面硬度を求めるには、図１５に示すように、軸８Ｍの軸方向中央を、軸方向に略垂直な仮
想平面ｋｈに沿って切断する。図１６に示すように、この切断面表面ｓｈにおける、軸８
Ｍの表面つまり外周縁部８Ｍａから軸中心Ｌ３を結ぶ直線Ｌ４上の点Ｐ２を、前記マイク
ロビッカース硬度計で試験荷重３００ｇで測定する。すなわち被膜１２と軸８との界面か
ら、軸中心方向へＬ５（Ｌ５＝０．０３ｍｍ）の地点の硬度を測定する。このように周方
向適当間隔おきに１０箇所測定した測定値の平均値を、基材表面硬度とする。
　本発明で耐摩耗性を確認した、硬質被膜１２を施した基材表面硬度はＨＶ６５０以上Ｈ
Ｖ１０００以下である。具体的に、表３のサンプルＮｏ．１９の軸受５の、基材表面硬度
はＨＶ８１３である。この場合、試験後、軸８Ｍの摩耗量を１μｍ以下に抑え、転動体１
０の摩耗量を１．５μｍに抑え、外輪９の摩耗量を１．５μｍに抑え、軸受全体の摩耗を
低減することができた。
　これに対して、表７のサンプルＮｏ．７７の比較例に係る試験軸受での、基材表面硬度
はＨＶ６３３である。この試験軸受では、試験後、軸８Ｍの摩耗量が７３μｍ、転動体１
０の摩耗量が２３．５μｍ、外輪９の摩耗量が２２μｍと軸受全体の摩耗量が大きくなっ
た。これは基材の強度不足に起因して、この基材が塑性変形して特に軸８Ｍの摩耗が進展
したこと等による。
　基材表面硬度の下限値をＨＶ６５０とした場合、基材の必要強度を満たし、基材の変形
量を所定量以下に抑えることができる。そのため基材表面と、この基材表面に形成された
硬質被膜１２との密着性を向上させることができる。基材表面硬度の上限値をＨＶ１００
０とした場合、基材の必要な靭性値を満たし、基材に亀裂が発生することがなく硬質被膜
１２との密着性を向上させることができる。
【００６１】
　熱処理した後でも、例えば、硬質被膜１２として、ダイヤモンドライクカーボン膜であ
る、sp2-及びsp3-交雑炭素を含むメタルフリーアモルファス炭化水素からなる硬質被膜１
２を採用した場合、膜形成前に軸表面にショットピーニング加工を施すことによって表面
硬度をＨＶ１０００近くにすることができる。ＡＤ法で形成した膜の場合、原料粉末中に
は平均粒子径を越えた大きさの粒子がある。粒径の大きな粒子は膜形成に寄与せずに基材
表面に衝突することでピーニング処理が施され、基材表面硬度はＨＶ１０００近くにする
ことができる。
【００６２】
（６）軸受の軸の転走面表面に硬質被膜を形成した後の真円度について
　円筒状基材表面に硬質被膜１２を形成した後の真円度は、例えばタリロンド（テーラー
ホブソン株式会社製Talyrond262）で測定する。前記「真円度」とは、円形形体の幾何学
的に正しい円からの狂いの大きさを言う幾何公差である。この真円度は、円形形体を2つ
の同心の幾何学的円で挟んだとき、同心2円の間隔が最小となる場合の2円の半径差で表し
、真円度XXμm、または真円度XXmmと表示する。本実施形態に係る硬質被膜１２を形成し
た後の「真円度」の測定方法では、図１７に示すように、前記タリロンドを用いて、軸８
Ｍの膜形成範囲を矢符Ａ４にて表記する周方向に軸方向適当間隔おきに１０箇所測定した
測定値の平均値を求めた。
　本発明において必要な耐摩耗性を有していた、軸８Ｍの真円度は４μｍ以下であった。
この真円度が４μｍを超えた場合、膜厚δ２が場所によって変化し、膜にかかる荷重が不
均一となり、局所的に過大な接触面圧となる。よって、耐摩耗性が低下するだけでなく、
硬質被膜１２の剥離を誘発する可能性が高くなる。さらに、硬質被膜１２の剥離により、
相手部品への攻撃性も増加する。
【００６３】
　軸８Ｍの真円度を４μｍ以下とするためには、軸基材８の真円度を２μｍ以下とする必
要がある。
　したがって、軸基材８における転走面の真円度が２μｍ以下、および軸８Ｍの転走面の
真円度が４μｍ以下のいずれか一方または両方を満足することにより、前記転走面は必要
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十分な耐摩耗性を有する。軸８Ｍの転走面の真円度が４μｍ以下としたため、膜厚δ２が
場所によって変化することなく、硬質被膜１２にかかる荷重が均一化し、局所的な過大な
接触面圧を防止することができる。したがって、前記転走面を必要十分な耐摩耗性に維持
し、硬質被膜１２の剥離を防止することができる。これにより、相手部品への攻撃性が増
加することも防止できる。軸基材８における転走面の真円度を２μｍ以下とすることで、
軸８Ｍの真円度を４μｍ以下とすることができる。このような軸受５により、硬質異物混
入潤滑下での摩耗を低減することができる。
【００６４】
（７）転がり軸受の軸、転動体、外輪のすきまについて
　軸表面に硬質被膜１２を形成することで、軸受５を構成する部品、つまり軸８Ｍ、転動
体１０、外輪９のすきまが変化する。転がり軸受のすきまはラジアルすきまと、転動体１
０一本あたりの円周方向すきまδ１とで規定する。
　本発明において必要な耐摩耗性を有していた軸受５のラジアルすきまは２μｍ以上４５
μｍ以下であった。
　硬質被膜を施した軸受のラジアルすきまの下限値は２μｍとすることができる。軸受５
の組立を容易化することができるうえ、硬質被膜を施すことで基材の熱膨張による寸法変
化を抑制することができ、潤滑不良による焼付きや摩耗等の不具合を未然に防止すること
ができる。ラジアルすきまの上限値を４５μｍとすることにより、転動体のスキューに起
因する振動、音響を抑制し、軸受寿命の低下を防止することができる。
【００６５】
　一方、必要な耐摩耗性を有していた軸受５の転動体１０一本あたりの円周方向すきまδ
１は２μｍ以上２５μｍ以下であった。
　（硬質被膜を施した）前記軸受の円周方向すきまδ１の下限値は２μｍとすることがで
きる。軸受５の組立を容易化することができるうえ、硬質被膜を施すことで基材の熱膨張
による寸法変化を抑制することができ、潤滑不良による焼付きや摩耗等の不具合を未然に
防止することができる。円周方向すきまδ１の上限値を２５μｍとしたため、転動体のス
キューに起因する振動、音響を抑制し、軸受寿命の低下を防止することができる。
【００６６】
　例えば、表３のサンプルＮｏ．１６に示すように、ラジアルすきまが３４μｍであり、
且つ転動体一本あたりの円周方向すきまδ１が７μｍとした試験軸受では、試験後、軸８
Ｍの摩耗量を１μｍ以下、転動体１０の摩耗量を２．５μｍ、外輪９の摩耗量を１μｍと
軸受全体として低く抑え得る。
　これに対して、表７のサンプルＮｏ．７０に示すように、ラジアルすきまが１μｍであ
り、且つ円周方向すきまδ１が１μｍとした比較例に係る試験軸受では、試験後、軸８Ｍ
の摩耗量が５９μｍ、転動体１０の摩耗量が２９μｍ、外輪９の摩耗量が１１μｍと軸受
全体の摩耗量が大きくなった。これは熱膨張に起因してこれらすきまがより小さくなり潤
滑不良により摩耗が進展したこと等による。
【００６７】
（８）軸受の軸の転走面表面に形成したsp2-及びsp3-交雑炭素を含むメタルフリーアモル
ファス炭化水素からなる硬質被膜の水素含有量について
　軸８Ｍの表面に形成した硬質被膜１２の水素含有量は、例えばERDA（Elastic Recoil D
etection Analysis：神戸製鋼所製HRBS500）で分析する。この実施形態に係る硬質被膜１
２の水素含有量の測定方法として、軸８Ｍの軸方向中央を、図１８に示すように周方向適
当間隔おきに１０箇所測定した測定値の平均値を求め、膜表面から膜厚０．３μｍまでの
領域を分析した。ERDAによる水素含有量の測定は、深さ方向の組成分布を評価するため、
膜表面から観察する。測定結果から深さ方向０．３μｍまでの領域の水素含有量を読み取
ることで足りる。
　本発明において必要な耐摩耗性を有していた、硬質被膜１２の表面から０．３μmまで
の領域の水素含有量は１０原子％以上３０原子％以下、好ましくは１６原子％以上２５原
子％以下であった。水素含有量が１０原子％未満の場合、密着性が低下する。水素含有量
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が３０原子％を越える場合、膜材間の結合性が低下し、剥離しやすくなり耐摩耗性が低下
する。
【００６８】
（９）軸受の軸の転走面表面に形成したsp2-及びsp3-交雑炭素を含むメタルフリーアモル
ファス炭化水素からなる硬質被膜の金属含有量について
　軸８Ｍの表面に形成した硬質被膜１２の金属含有量は、例えばSIMS（Secondary Ion Ma
ss Spectrometｙ：アルバック・ファイ（株）製ADEPT-1010）で分析する。特に硬質被膜
１２と基材との密着性をよくするためにはCr（クロム）を、（メタルフリーアモルファス
炭化水素層を含む）アモルファス炭化水素層とCr（クロム）層との密着性をよくするため
にはW（タングステン）を含有させる。この実施形態に係る硬質被膜１２の金属含有量の
測定方法として、図１９に示すように軸８Ｍの軸方向中央を、周方向適当間隔おきに１０
箇所測定した測定値の平均値を求めた。
【００６９】
　本発明において必要な耐摩耗性を有していた、硬質被膜１２のCr（クロム）+W（タング
ステン）の含有量は５原子％以上５０原子％以下であった。Cr（クロム）+W（タングステ
ン）の含有量が５原子％未満の場合、硬質被膜１２と基材との密着性が低下する。５０原
子％を越えた場合、アモルファス炭化水素膜を構成している硬質被膜１２の半分以上が金
属となり、硬度が低下し耐摩耗性が低下する。
【００７０】
　以上のパラメータが転走面に硬質被膜１２を形成した軸受５の耐摩耗性に影響を及ぼす
。各パラメータは単独で耐摩耗性に影響を及ぼすだけでなく、耐摩耗性を維持する領域を
組み合わせることで、さらに耐摩耗性が向上する。
【００７１】
　以上説明した本発明の実施形態に係る軸受によれば、軸８Ｍの少なくとも軸基材８の軸
方向中間部が熱処理により硬化され、軸基材８の転走面に硬質被膜１２を施し、この硬質
被膜１２のダイナミック硬度をＨＤ８００以上ＨＤ２０００以下とした。特に、硬質被膜
１２のダイナミック硬度の下限値をＨＤ８００としたことにより、前記転走面は必要十分
な被膜強度となり膜部材間の結合力を強くして膜損傷を防止し、耐摩耗性を維持する。上
限値をＨＤ２０００としたため、硬質被膜１２との軸表面硬度差を小さくし得る。これに
より、硬質被膜１２の割れを防止し耐磨耗性を維持することができる。このような硬質被
膜１２を施した軸受５により、硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減することができる。
【００７２】
　この発明において、前記硬質被膜１２の膜厚δ２が１μｍ以上５μｍ以下で、且つこの
膜厚δ２が硬質被膜１２の軸方向中央Ｐ１の膜厚δ２を基準として±２μｍ以下の範囲、
具体的には例えば表２～表５のサンプルＮｏ．１～Ｎｏ．５６に示すような値であっても
良い。この場合、軸受５の硬質異物である煤（硬質炭素粒子：カーボン）混入潤滑下での
耐摩耗性を向上させることができる。
　軸受５のラジアルすきまが２μｍ以上４５μｍ以下であり、且つ転動体１０一本あたり
の円周方向すきまδ１が２μｍ以上２５μｍ以下であっても良い。硬質被膜を施した軸受
のラジアルすきまの下限値は２μｍとすることができる。軸受５の組立を容易化すること
ができるうえ、硬質被膜を施すことで基材の熱膨張による寸法変化を抑制することができ
、潤滑不良による焼付きや摩耗等の不具合を未然に防止することができる。ラジアルすき
まの上限値を４５μｍとすることにより、転動体１０のスキューに起因する振動、音響を
抑制し、軸受寿命の低下を防止することができる。
【００７３】
　また、（硬質被膜を施した）前記軸受の円周方向すきまδ１の下限値は２μｍとするこ
とができる。軸受５の組立を容易化することができるうえ、硬質被膜を施すことで基材の
熱膨張による寸法変化を抑制することができ、潤滑不良による焼付きや摩耗等の不具合を
未然に防止することができる。円周方向すきまδ１の上限値を２５μｍとしたため、転動
体のスキューに起因する振動、音響を抑制し、軸受寿命の低下を防止することができる。
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【００７４】
　前記硬質被膜１２はダイヤモンドライクカーボン膜、略称ＤＬＣ膜であっても良い。こ
のＤＬＣ膜を基材の転走面に施すことにより、硬質異物混入潤滑下での摩耗を低減するこ
とができる。ＤＬＣ膜は、例えば基材温度300℃以下、好ましくは常温で、プラズマCVD法
等の化学気相成長法、またはレーザーアブレーション法、スパッタリング法、イオンビー
ム蒸着法、イオンプレーティング法などの物理気相成長法によって形成される。ＤＬＣ膜
は高エネルギー粒子を基材上で急冷しないと生成せず、低温ほどＤＬＣの膜質は向上する
。
　ＤＬＣは、炭素と水素とからなり、ＤＬＣ膜は、炭素と水素が種々のモル比から構成さ
れたものを含み、また、珪素、窒素および酸素等の少なくともいずれか一つが含まれても
良い。また、ＤＬＣ膜は、ダイヤモンド構造のsp3結合と、グラファイト構造のsp2結合と
が混在しているアモルファス構造であり、sp3結合は硬さを付与し、sp2結合は摺動性（潤
滑性）を付与する。それ故、sp2結合とsp3結合との混在割合によって、ＤＬＣ膜の性質が
変化する。したがって、ＤＬＣ膜は、これらsp2結合とsp3結合との混在割合を調整するこ
とにより、膜表面の硬度調整を行うことができる。
　前記硬質被膜１２は、セラミックス微粒子をガス中に分散してエアロゾル化し、このエ
アロゾルを基材表面に衝突させることにより形成したものであっても良い。エアロゾルを
基材表面に噴射し、膜を形成するときは、０．０１ｋＰａ以上１２０ｋＰａ以下の圧力で
衝突させるのが良い。圧力０．０１ｋＰａ未満ではエアロゾルの衝突速度が速くなり、基
材がエッチングされ成膜しない。圧力１２０ｋＰａを超えてエアロゾルを衝突させた場合
、衝突速度が遅くなり、セラミックス粒子が基材上に堆積し、成膜しない。また、この硬
質被膜１２の基材上への形成は室温下で行うことができる。
【００７５】
　アーム本体１には軸８Ｍを挿通する挿通孔６ａが形成され、軸８Ｍを前記挿通孔６ａに
挿通し、この軸８Ｍの軸端部８ａをかしめてロッカーアームに固定するものであり、軸８
Ｍの硬質被膜形成範囲における、かしめ後の径方向の変形量がかしめ前の軸径＋０．１ｍ
ｍ以下の範囲内としても良い。この場合、硬質被膜１２が不所望に剥離することを防止し
、硬質被膜１２による耐摩耗性を確実に発揮することができる。硬質被膜１２が剥離して
異物となることも未然に防止し得る。
【００７６】
　軸８Ｍの軸端部８ａの硬度がＨＲＣ１０以上ＨＲＣ３５以下であっても良い。この場合
、軸８Ｍとロッカーアームとを確実に固定することができる。この軸端部８ａをＨＲＣ１
０以上ＨＲＣ３５以下にする方法としては、例えば、軸端部８ａを除いた高周波表面焼入
れ、または、軸端部８ａを除いた高周波焼入れ（表面だけでなく内部も硬化）、軸端部８
ａにマスキングを施した低温窒化処理（550℃以下のイオン窒化、ガス窒化、塩浴窒化等
）、一般的な全体焼入れ処理品の軸端部８ａを高周波熱処理により焼鈍する方法が採用で
きる。なお、ローラフォロアの軸端部８ａをかしめて固定しない場合は、軸端部８ａの硬
度をＨＲＣ１０以上ＨＲＣ３５以下にする必要がないため、一般的な全体焼入処理も採用
できる。軸端部８ａの硬度を満足する範囲を、軸端面から軸方向に１ｍｍ以上の位置に至
る範囲とすることが好ましい。この場合、軸８Ｍとロッカーアームとをより確実に固定す
ることができる。
【００７７】
　硬質被膜１２の例として、sp2-及びsp3-交雑炭素を含むアモルファス炭化水素（メタル
フリーアモルファス炭化水素の場合も含む）を含む硬質被膜１２を適用した場合、膜形成
前に軸表面にショットピーニング加工を施すことによって表面硬度をＨＶ１０００近くに
することができる。ＡＤ法で形成した膜の場合、原料粉末中には平均粒子径を越えた大き
さの粒子がある。粒径の大きな粒子は膜形成に寄与せずに基材表面に衝突することでピー
ニング処理が施され、基材表面硬度はＨＶ１０００近くにすることができる。このように
基材表面硬度をＨＶ１０００近くにすることで、基材の必要な靭性値を満たし、基材に亀
裂が発生することがなく硬質被膜１２との密着性を向上させることができる。
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【００７８】
　硬質被膜１２のCr（クロム）+W（タングステン）の含有量を５原子％以上５０原子％以
下とした場合、硬質被膜１２と基材との密着性が良くなるうえ、硬度が低下することを防
止し得る。よって耐摩耗性の低下を防止することができる。
　硬質被膜１２の表面から０．３μmまでの領域の水素含有量が１０原子％以上３０原子
％以下、好ましくは１６原子％以上２５原子％以下である場合、硬質被膜１２と基材との
密着性の低下を防止できるうえ、膜材間の結合性が低下することを防止し得る。これによ
り、硬質被膜１２が不所望に剥離することを防止でき、耐摩耗性の低下を防止することが
できる。
【００７９】
　硬質被膜１２のエアロゾル原料セラミックスとしてアルミナを適用しても良い。アルミ
ナ、ジルコニア、チタニア等の酸化物系セラミックスのうち特に、アルミナを原料として
使用することで、真比重を小さくしてエアロゾル化し易くすることができる。この場合に
おいて、使用する粒子の平均粒子径は０．０１μｍ以上２．０μｍ以下であっても良い。
このような平均粒子径とすることにより、エアロゾル化を容易化し、ＡＤ法での膜形成を
容易に実施することができる。
　エアロゾルを基材表面に噴射し、０．０１ｋＰａ以上１２０ｋＰａ以下の圧力で衝突さ
せ硬質被膜１２を形成しても良い。この場合、基材がエッチングされることなく成膜し得
る。しかも粒子の衝突速度が遅くなることがなく、よってセラミックス粒子が基材上に堆
積することも防止し得る。したがって硬質被膜１２をより確実に成膜することができる。
【００８０】
　前記エアロゾルを基材に衝突させ室温で硬質被膜１２を形成しても良い。したがって、
ＡＤ法による硬質被膜１２を形成する場合、温度制御する必要がなくなり、その分、設備
コストの低減を図ることができる。
　転がり軸受としては、転動体と外輪と内輪とを有する軸受を適用することも可能である
。この場合において、内輪外径面の少なくとも軸方向中間部が熱処理により硬化され、内
外輪および転動体の少なくともいずれか一つの転走面に硬質被膜１２を施す。この場合で
あっても、本実施形態と同様の作用、効果を奏する。
【００８１】
　軸８Ｍの外径面における軸方向中間部は、転動体１０の転走幅１０Ｗ以上である場合、
軸基材８の軸方向中間部は熱処理により硬化されたうえで硬質被膜１２が施される。した
がって、転走面を必要十分な耐摩耗性に維持し、硬質被膜１２の破壊、剥離を防止するこ
とができる。
　軸８Ｍの外径面における軸方向中間部は、外輪９の幅寸法以上であっても良い。
　軸８Ｍ、外輪９、および転動体１０の少なくともいずれか一つの基材における、転走面
部の硬度が深さ５０μｍまでＨＲＣ５８以上有することが好ましい。軸受使用時の接触面
圧に基づいて摩耗だけでなく転動疲労が生じるが、この場合、転動疲労寿命を十分に確保
することができる。
【００８２】
　基材の表層を硬化する場合において、転走面部の硬度が５０μｍ以上の深さでＨＲＣ３
５以下である部分を有しても良い。また、軸８Ｍは中実軸であっても中空軸であっても良
い。
【００８３】
　ローラフォロアにおける軸８Ｍの硬質被膜１２の形成範囲を、かしめ後の変形量が、か
しめ前の軸径（かしめ後の軸８Ｍの軸方向中央Ｐ１における軸径）に対し＋０．１ｍｍ以
下の範囲内としても良い。ローラフォロアは組立時に膜形成した軸８Ｍの両端部をかしめ
ることから、硬質被膜１２の形成範囲を、かしめ後の変形量が、かしめ前の軸径（かしめ
後の軸８Ｍの軸方向中央Ｐ１における軸径）に対し＋０．１ｍｍ以下の範囲内とすること
で、かしめ加工に伴って硬質被膜１２が不所望に剥離することを防止できる。したがって
、耐摩耗性を発揮でき、相手部品を攻撃することも防止できる。
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　軸８Ｍの軸端部８ａをかしめる代わりに、アーム本体１をかしめて軸８Ｍとアーム本体
１とを固定する構造、またはアーム本体１に軸８Ｍを圧入する構造を採用しても良い。例
えば、アーム本体１に軸８Ｍを圧入する場合、かしめ用の治具、工具を不要することが可
能となり、加工工数の低減を図ることができる。アーム本体１をかしめて軸８Ｍとアーム
本体１とを固定する場合、軸基材８について一般的な全体焼入処理を採用できる。
【００８４】
　硬質異物である煤（硬質炭素粒子：カーボン）を含む燃料の燃焼中間生成物等、略称「
ＰＭ」が混入されたエンジン油潤滑下にて、この軸受を使用し得る。この場合、エンジン
部品の各部において摩耗の低減を図り、且つ摩耗量の低減を図ることができる。
　また、硬質炭素粒子つまりカーボンが２ｍａｓｓ％以上含まれているエンジン油内にお
いても、この軸受を使用し得る。カーボンの割合が増えるほど、軸受の摩耗量は多くなり
得るが、このようなエンジン油内にて本発明の実施形態に係る軸受を使用することで、軸
受の摩耗量の低減を図り、軸受寿命の低下を防止することができる。
　また、この軸受を、硬質異物の発生量が多いディーゼルエンジンや直噴ガソリンエンジ
ンに使用しても良い。これらの場合において、軸受に著しい摩耗が発生することを未然に
防止することができる。
【００８５】
　本実施形態では、硬質被膜をローラフォロアへ適用した場合を示したが、これに限らず
カムフォロワ、クランクシャフト、バランサシャフト等の支持軸受等への適用も可能であ
る。これら支持軸受等の耐摩耗性の向上を図ることができる。
　本実施形態では、転がり軸受に硬質被膜を施しているが、滑り軸受に前述の硬質被膜を
施し、転がり軸受で適用したパラメータにしても良い。この場合であっても本実施形態と
同様の作用、効果を奏する。転がり軸受は転動体がボールのものを適用することも可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】この発明の一実施形態に係るロッカーアームの正面図である。
【図２】同ロッカーアームにおける軸受部分の断面図である。
【図３】同軸受の破断正面図である。
【図４】同軸受の要部の拡大断面図である。
【図５】同軸受の試験機の断面図である。
【図６】軸の一部分のみが大きく摩耗した場合の軸断面を模式的に示す断面図である。
【図７】この発明の実施形態にかかる硬質被膜の破壊靭性値測定方法を概略表す斜視図で
ある。
【図８】同硬質被膜の密着性（スクラッチ法）測定方法を概略表す斜視図である。
【図９】同硬質被膜の硬度の測定方法を概略表す斜視図である。
【図１０】同硬質被膜の膜厚の測定方法を概略表す斜視図である。
【図１１】同硬質被膜の表面粗さの測定方法を概略表す斜視図である。
【図１２】同硬質被膜の膜形成範囲の測定方法を概略表す斜視図である。
【図１３】膜形成範囲測定後の被膜の形状を表す図である。
【図１４】硬質被膜の厚さバラツキを表す図であり、図１４（ａ）は軸方向中央が最も薄
膜の場合の図、図１４（ｂ）は軸方向中央が最も厚膜の場合の図、図１４（ｃ）は軸方向
中央の膜厚が中間値の場合の図である。
【図１５】硬質被膜との界面から０．０３ｍｍ地点の表面硬度を求める前段階の状態を表
す斜視図である。
【図１６】軸の切断面表面における、軸の外周縁部から軸中心を結ぶ直線上の点を測定す
る状態を示す側面図である。
【図１７】硬質被膜を形成した後の真円度の測定方法を概略示す斜視図である。
【図１８】硬質被膜に含まれる水素含有量の測定箇所を概略示す斜視図である。
【図１９】硬質被膜に含まれる金属含有量の測定箇所を概略示す斜視図である。
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【符号の説明】
【００８７】
５…軸受
８Ｍ…軸
９…外輪
１０…転動体
１２…硬質被膜
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